
（パパママ育休の場合は1歳2か月目前日まで）

予定より早く育児休業を終了した場合　※必ず共通記載欄も記入してください。
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東京都杉並区高井戸3-2-1
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事業所
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所在地

 届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。
〒 168

代表取締役　健保　良一

ー

社会保険労務士記載欄
　　　　　氏　　　名　　　等

事 業 所
整理記号 ー0

年

⑧

子の氏名

被保険者

申出書(新規・延長)/終了届

○ 育児休業等による保険料免除の期間は以下の4つの区分があります。4つの区分それぞれに申出が必要となりますのでご注意ください。

③

新規申出の場合は共通記載欄に必要項目を記入してください。

延長・終了の場合は、共通記載欄に育児休業取得時に提出いただいた内容を記入のうえ、A.延長　B.終了の必要項目を記入してください。
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年
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1.実子
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※ 「2.その他」の場合は、⑨養育開始年月日
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被保険者
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1. 男

2. 女

⑤
被保険者

性 別

5.昭和
7.平成
9.令和

0 2 0 4 2 0
9.令和

育児休業等
終了年月日

（実子以外）も記入してください。

育児休業等
開始年月日

年 月 日⑩

1 0 8 0

日

月 日

養育開始年月日

⑬

9.令和

年 月 日

育児休業等
終了予定
年 月 日

（変更後）
⇒ 「延長」 となりますので、 「共通記載」 欄及び 「A．延長」  欄を記入して

ください。

例：①1歳誕生日前日までの育休申出をされていた方が、 続けて、②1歳6か

⑦ 年

※延長とは、 「0～1歳」 「1～1歳6か月」 「1歳6か月～2歳」 「1歳～3歳」 の4つの

区分のそれぞれの期間内で終了予定日を延長する場合をいいます。

例：子が 「0歳～1歳」 の区分における育児休業として、当初 「産後57日目から

 8か月まで」 の期間を申出していたが、 「産後57日目から1歳 （誕生日の前

 日） まで」 の期間に変更する場合

40
7.平成
9.令和

区　　分

該当する項目を〇で囲んでください。

1. パパママ育休該当 2. その他  （　　 ）

月

健　康　保　険
厚生年金保険

22 日提出

①１歳未満の子を養育するための育児休業

②保育所待機等の特別な事情がある場合の1歳から１歳６か月に達するまでの育児休業

③保育所待機等の特別な事情がある場合の1歳６か月から２歳に達するまでの育児休業

④1歳から3歳までの子を養育するための育児休業に準ずる期間

→

→

→

→

0歳 ～　1歳誕生日前日まで

1歳 6か月目　～　2歳誕生日前日まで

1歳誕生日 ～　3歳誕生日前日まで

1歳誕生日　 ～　1歳 6か月目前日まで

○ パパママ育休プラスとは、父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長する制度です。

なお、父母1人ずつが取得できる休業期間（母親の産後休業期間を含む。）の上限は、1年間となります。

日

養育する子の
0 1 0 6 0 8生年月日

7.平成
9.令和

（実子以外）

⑪

9.令和

年 月 日

育 児 休 業 等
0 2 0 6 0 7終了予定年月日

終了予定日を延長する場合　※必ず共通記載欄も記入してください。

 月前日までの育休申出をされる場合

⇒延長ではなく新規申出となりますので上段の 「共通記載」 欄にあらため

て記入してください。

養育する子が

○ 役員・経営担当者等の使用者の方は、原則、保険料免除には該当しませんので注意してください。
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cmblf
テキストボックス
　事業所整理記号、被保険者整理番号を必ず記入してください。

事業主が被保険者からの申出を受け､年金事務所や事務センターへ提出した日を記入してください。

業所所在地等、事業所情報を記入してください。

 養子である子の養育開始日を記入してください。

 被保険者が養育のために休業する期間を記入してください。 ※被保険者が女性であり、かつ「⑧養育する子の区分」が「１．実子」で  ある場合、最も早い始期は、原則として子の生年年月日の翌日から起算して  57日目になります。（56日目までは産後休業のため養育のために休業する期間 には当たりません。）

 パパママ育休プラスに該当する場合は、「１」を○で囲んでください。

　｢育児休業等取得申出書｣による終了年月日の前日までに育児休業等を終了した場合について、以下の年月日を　記入してください。・子の死亡等により養育しなくなった場合：死亡した日（養育しなくなった日）・子が１歳（１歳６ヶ月）に達した場合：子の誕生日の前日・子を養育している被保険者が産前産後の休業に入った次の場合　　次の子（第２子以降）の産前産後を請求した場合：産前産後開始日の前日　次の子（第２子以降）の産前産後を請求せず産後休業に入った場合：第２子の誕生日・就労を請求した場合：就労日の前日（ただし、労使間で別の定めがなされている場合は、それに従い記入。）

　  次のいずれかを○で囲んでください。　実子１　・養育する子が被保険者の実子である場合　その他２・養育する子が被保険者の養子である場合

 マイナンバーカードや年金手帳等を確認し必ず記入してください。
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